
～ 監督署からのお知らせ ～ 

奈良労働局 葛城労働基準監督署 

（R5.5） 

奈良県最低賃金 

時間額 ８８９９６６円 
（令和４年１０月１日発効） 

※ 休業補償給付を請求する場合は、従来から医師（医療機関）の証明が必要でしたが、新型コロ

ナウイルス感染症が「第２類感染症」に位置付けられていた令和５年５月７日までの期間は、特

例的に、「診療担当者の証明」（医師による証明）が無くても、ＰＣＲ検査や抗体検査の陽性結果

を確認できる書類をもって請求することを認めていました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月８日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の

位置づけが「第２類感染症」から「第５類感染症」に変更されました

が、これに伴い、同日以降に陽性が確認され仕事を休まれた（休業し

た）場合、労災保険の休業補償給付を請求される際には、「診療担当者

の証明」（医師による証明）が必要となりました〔担当は労災課〕 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年５月８日以降） 

新型コロナウイルス感染症にかかる 

労災保険（休業補償給付）の取扱いについて 

「医療担当者の証明」欄 

に証明（記入）してもら

う必要があります。 



年度更新 

（１）労働災害が発生した場合の手続き 

（２）「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の取組 

熱中症対策 

不明な点、ご質問がございましたら、当署の次の部署までお尋ねください。 
 

葛城労働基準監督署 

労災保険・労働保険のことなら    → 労 災 課 ０７４５－４０－４４９２ 

安全衛生（労働災害防止）のことなら → 安全衛生課 ０７４５－４０－４４９１ 

労働条件・労働相談のことなら    → 監 督 課 ０７４５－５２－５８９１ 
 

※ 開庁時間は、月曜から金曜までの平日の８時３０分から１７時１５分です。 

 

 
 

 

 

 

 

７月１０日（月）までに「労働保険の年度更新」手続きを

お願いします。 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

① 労働災害により労働者が仕事を休んだ場合は、速

やかに「労働者死傷病報告」を管轄労働基準監督署

へ提出してください〔担当は安全衛生課〕 
 

② 労働災害の治療には、労災保険を使用してくださ

い〔担当は労災課〕 
 

 
 

 

 

 

熱中症を予防するため、作業前日は十分な睡眠をとり、作

業前には体調を確認し、作業中はこまめな休憩をとり、定期

的に水分・塩分を補給しましょう。 

身体を暑さに慣らす「熱への順化」には、１週間程度

必要とされますので、急激に暑くなる梅雨明けや盆休み

明けなどは特に注意が必要です〔担当は安全衛生課〕 
 

 

 

 

 

 

労働保険（労災保険、雇用保険）の 

年度更新はおすみですか？ 

安全衛生（労働災害防止）に関するお知らせ 


